
今
年
度
の
勧
告
は
、
俸
給
表

の
水
準
で
７
０
８
円
、
一
時
金

０
．
１
ヶ
月
増
と
い
う
も
の
で

し
た
。

ま
た
、
今
年
度
も
若
年
層
の

改
善
に
重
き
を
置
き
、
初
任
給

な
ど
は
改
善
さ
れ
て
い
ま
す

が
、
世
代
間
の
給
与
配
分
の
見

直
し
の
観
点
か
ら
高
齢
層
に
対

し
て
は
、
４
０
０
円
の
改
善
で

あ
り
、
現
給
補
償
額
に
も
届
か

な
い
た
め
実
際
の
支
給
額
は
変

わ
ら
な
い
も
の
と
な
っ
て
い
ま

す
。こ

の
現
給
補
償
の
経
過
措
置

期
間
は
平
成
３
０
年
３
月
末
ま

で
と
さ
れ
て
い
る
の
で
賃
下
げ

と
な
る
可
能
性
は
大
き
く
な
っ

て
い
ま
す
。

ま
た
、
配
偶
者
へ
の
扶
養
手

当
は
、
私
た
ち
の
反
対
を
押
し

切
り
、
２
９
年
度
か
ら
引
き
下

げ
る
よ
う
勧
告
し
て
い
ま
す
。

手
当
の
減
額
理
由
に
つ
い

て
、
表
の
よ
う
に
民
間
給
与
実

態
調
査
の
調
査
結
果
で
は
、
手

当
支
給
が
一
般
的
で
あ
る
に
も

関
わ
ら
ず
、
「
民
間
企
業
に
お

い
て
、
配
偶
者
に
手
当
を
支
給

す
る
事
業
所
の
割
合
が
減
少
傾

向
に
あ
り
、
公
務
に
お
い
て
も

配
偶
者
を
扶
養
親
族
と
す
る
職

員
の
割
合
が
減
少
傾
向
に
あ

る
。
ま
た
、
配
偶
者
に
係
る
手

当
に
つ
い
て
見
直
し
予
定
が
あ

る
と
す
る
事
業
所
が
９
．
１
％

あ
る
ほ
か
・
・
・
」
と
し
て
い

ま
す
。

「
傾
向
」
と
今
後
の

「
動
向
」
か
ら
手
当
を
減
額
す

る
と
し
て
、
民
間
準
拠
の
基
本

を
無
視
し
、
政
府
か
ら
の
要
請

に
応
え
る
だ
け
と
な
っ
て
い
ま

す
。再

任
用
に
つ
い
て
は
、
短
時

間
勤
務
者
が
約
８
３
％
お
り
２

８
年
度
再
任
用
者
の
約
６
８
％

が
短
時
間
勤
務
で
あ
っ
て
、
そ

の
内
の
約
２
７
％
は
定
員
事
情

等
に
よ
り
希
望
に
反
し
て
短
時

間
勤
務
に
な
っ
て
い
る
と
し
て

い
ま
す
。

昨
年
の
勧
告
で
は
「
定
員
管

理
が
あ
る
た
め
困
難
な
面
が
あ

る
と
し
て
も
」
「
フ
ル
タ
イ
ム

中
心
の
勤
務
の
実
現
に
向
け
た

一
層
の
工
夫
が
求
め
ら
れ
る
」

と
し
て
い
ま
し
た
が
、
今
年
は

さ
ら
に
「
各
府
省
に
お
い
て
新

規
採
用
者
を
一
定
確
保
し
な
が

ら
、
フ
ル
タ
イ
ム
中
心
の
再
任

用
勤
務
が
で
き
る
よ
う
、
定
員

の
調
整
を
行
う
た
め
の
経
過
的

な
取
り
扱
い
に
つ
い
て
関
係
機

関
に
働
き
か
け
を
行
う
な
ど
」

と
し
て
い
ま
す
。

国
交
管
ユ
ニ
オ
ン
は
引
き
続

き
、
定
年
延
長
ま
で
は
フ
ル
タ

イ
ム
再
任
用
と
賃
金
の
引
き
上

げ
を
追
求
し
て
い
き
ま
す
。
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２０１６年度人事院勧告

月例給０．１７％、一時金０．１ヶ月改善
現給補償額にも届かない定額勧告

政
府
の
意
向
に
沿
っ
て

配
偶
者
扶
養
手
当
引
き
下
げ
強
行

人
事
院
は
、
８
月
８
日
政
府
と
国
会
に
対
し
て
、
国
家
公
務
員
の
給
与
と
勤
務
時
間
に
関
す
る
勧

告
を
行
い
ま
し
た
。

２
０
１
６

人
事
院

勧
告

新
規
採
用
を
確
保
し
な
が
ら

フ
ル
タ
イ
ム
中
心
の
再
任
用
勤
務

実
現
の
働
き
か
け
に
言
及

＜本年の給与勧告のポイント＞

＝月例給、ボーナスともに引上げ＝

① 民間給与との較差（0.17％）を埋めるため、

俸給表の水準を引き上げるとともに、給与制度の

総合的見直しにおける本府省業務調整手当の手当

額を引上げ

② ボーナスを引上げ（0.1月分）、民間の支給状

況等を踏まえ勤勉手当に配分

＝給与制度の改正＝

① 給与制度の総合的見直しについて、本府省業

務調整手当の手当額を引上げ

② 配偶者に係る扶養手当の手当額を他の扶養親

族と同額とし、子に係る手当額を引上げ

③ 専門スタッフ職俸給表に４級を新設

配偶者の収
入による制
限がある

配偶者の収
入による制
限がない

平成２８年度調査 76.8 87.0 85.4 14.6 13.0 23.2
平成２７年度調査 76.5 90.3 84.9 15.1 9.7 23.5

配偶者に
家族手当
を支給し
ない

家族手当
制度がな
い

配偶者に
家族手当
を支給す
る

家族手当
制度があ
る

扶養手当 民間給与実態調査



（
６
級
昇
格
）

・
２
０
１
６
年
度
末
に
定
年
退

職
す
る
管
理
職
員
等
２
９
２
名

の
う
ち
２
７
６
名
が
６
級
以
上

の
級
で
定
年
退
職
を
迎
え
る
こ

と
に
な
り
ま
す
。
ポ
ス
ト
歴
で

残
さ
れ
て
い
た
事
務
所
課
長
と

出
張
所
長
の
全
員
が
６
級
発
令

さ
れ
て
い
ま
す
。

・
５
名
の
局
補
佐
、
専
門
官
が

６
級
未
発
令
で
す
が
、
そ
の
全

員
が
官
庁
営
繕
部
の
補
佐
、
専

門
官
と
な
っ
て
い
ま
す
。
営
繕

事
務
所
へ
の
異
動
な
ど
人
事
上

の
工
夫
に
よ
り
６
級
発
令
は
可

能
と
思
わ
れ
ま
す
。

・
事
務
所
官
ポ
ス
ト
は
、
Ｓ
３

２
年
生
～
Ｓ
３
９
年
生
に
発
令

さ
れ
て
い
ま
す
が
、
本
局
補
佐

等
経
験
者
と
未
経
験
者
の
二
極

化
し
て
お
り
、
局
経
験
者
は
事

務
所
官
ポ
ス
ト
へ

異
動
と
同
時
に
６

級
発
令
さ
れ
て
い

ま
す
（
関
東
）
。

ま
た
、
近
畿
で
は

事
務
所
官
ポ
ス
ト

は
、
定
退
３
年
前

で
の
発
令
と
な
っ

て
い
ま
す
。

・
本
局
建
設
専
門

官
は
昨
年
１
２
名

の

発

令

で

し

た

が
、
今
年
度
は
ほ

ぼ
倍
増
の
２
２
名

の
発
令
数
と
な
っ

て
お
り
Ｓ
３
７
～

３
９
年
生
に
発
令

さ
れ
て
い
ま
す
。

・
今
年
度
も
昨
年

に
引
き
続
き
、
事

務
所
官
ポ
ス
ト
は

定

年

退

職

２

年

前
、
課
長
は
１
８

ヶ
月
前
、
出
張

所
長
は
１
２
ヶ
月

前
に
６
級
発
令
さ

れ
、
ポ
ス
ト
ご
と

に
完
全
に
昇
格
が

固
定
化
さ
れ
て
い
る
問
題
が
あ

り
ま
す
。
年
度
当
初
に
あ
る
６

級
定
数
を
あ
え
て
年
度
途
中
に

使
い
ポ
ス
ト
毎
に
格
差
を
持
ち

込
む
必
要
な
ど
ど
こ
に
も
あ
り

ま
せ
ん
。

（
５
級
昇
格
）

・
本
局
補
佐
、
建
設
専
門
官
は
、

Ｓ
４
３
年
生
以
前
（
昨
年
度
は

Ｓ
４
２
年
生
以
前
）
、
事
務
所

課
長
は
概
ね
Ｓ
４
２
年
生
以
前

（
昨
年
度
は
Ｓ
４
１
年
生
以

前
）
、
出
張
所
長
は
Ｓ
４
０
年

生
以
前
（
昨
年
度
も
Ｓ
４
０
年

生
以
前
）
、
事
務
所
建
設
専
門

官
は
、
概
ね
Ｓ
３
８
年
生
以
前

か
ら
の
発
令
と
な
っ
て
い
ま

す
。

・
事
務
所
課
長
で
は
、

管
理
職
経
験
２
年
で

５
６
歳
に
な
っ
て
も

５
級
昇
格
し
な
い
実

態
が
あ
り
ま
す
（
九

州
）
。
ま
た
、
管
理
職

に
な
る
以
前
の
ポ
ス

ト
歴
（
専
門
職
、
監

督
官
別
）
に
よ
り
格

差
を
つ
け
て
い
る
実

態
も
あ
り
ま
す
。

５
級
定
数
は
改
善
さ
れ
て
き

て
い
ま
す
が
、
２
８
年
度
で
は

そ
の
増
加
は
鈍
化
し
、
改
善
の

重
点
が
ス
タ
ッ
フ
ポ
ス
ト
へ
移

っ
て
い
ま
す
。
管
理
職
に
な
れ

ば
、
５
級
昇
格
さ
せ
る
こ
と
を

目
指
す
必
要
が
あ
り
ま
す
。
６

級
昇
格
で
は
、
２
８
年
度
の
級

別
定
数
（
約
１
４
０
名
）
を
余

さ
ず
使
え
ば
、
２
９
年
度
に
定

年
退
職
す
る
事
務
所
課
長
の
全

員
が
、
今
年
度
内
の
６
級
昇
格

が
可
能
と
な
り
ま
す
（
ユ
ニ
オ

ン
調
査
に
よ
る
）
。
ま
た
、
年

度
内
の
ポ
ス
ト
ご
と
の
格
差
発

令
を
止
め
さ
せ
て
い
く
よ
う
追

求
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
で

す
。

〈６級昇格〉

官ポスト定年退職２年前、課
長１８ヶ月前、出張所長１２
ヶ月前に固定化

２－８　平成２８年度昇格発令状況（四月期発令）

　平成２８年度　昇格発令結果

不明 その他 計
２４ヶ月前 １８ヶ月前 １５ヶ月前 １２ヶ月前 小計

事務所課長 12 12 1 13 127
出張所長 36 36 36 41
建設専門官（保全官） 2 2 3 5 44
事務所官ポスト 16 3 19 24 43 35
副所長 0 0 59
局・建設専門官 0 22 22
局・課長補佐 0 0 306

計 16 0 0 53 69 0 50 119

計
その他

2016.6現在

６　級　昇　格 ５級昇格
役　職

定　年　退　職
役　職 発令数

事務所課長
出張所長
事務所建設専門官

局・建設専門官
課長補佐

平成２８年度定年退職者の昇格発令状況

２４ヶ月 ２１ヶ月 １８ヶ月 １５ヶ月 １２ヶ月

事務所課長 2 1 54 12 1 70
出張所長 2 36 38
事務所建設専門官 1 2 8 11
事務所官ポスト 7 34 1 4 3 49
副所長 37 1 38

事務所長・管理所長 11 11
局・補佐、専門官 1 5 6
局・課長 9 9
局・官ポスト 54 54
地理 4 2 6
計 128 36 1 58 0 53 16 292

役　　職 既６級
定年退職前６級昇格発令時期

未発令 計

平成２９年度定年退職者の昇格発令状況

２４ヶ月 １８ヶ月 １５ヶ月 １２ヶ月 ６ヶ月

事務所課長 1 40 41
出張所長 21 21
事務所建設専門官 11 11
事務所官ポスト 3 15 14 32
副所長 29 29
事務所長・管理所長 24 24
局・補佐、専門官 2 2
局・課長 13 13
局・官ポスト 59 59
地理 9 4 7 20
計 138 19 0 0 0 0 95 252

役　　職 既６級
定年退職前６級昇格発令時期

未発令 計

昨年に続き６級発令のポスト格差が固定化

誰でも５５歳までに６級昇格を
２
０
１
６
（
Ｈ
２
８
）
年
度
４
月
期
の
昇
格
が
、
６
月
８
日
ま

で
に
全
地
整
で
発
令
さ
れ
ま
し
た
。
６
級
発
令
数
は
１
１
９
名
（
昨

年
１
３
２
名
）、
５
級
発
令
数
は
３
０
６
名
（
昨
年
２
８
３
名
）
で

し
た
。
今
号
で
は
、
そ
の
発
令
の
特
徴
を
明
ら
か
に
し
ま
す
。


